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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第41回

再
検
証
要
請
４
２
４
病
院 

実
名
公
表
後
の
動
き

　

２
０
１
９
年
９
月
26
日
に
厚
生
労
働
省
が
行
っ

た
、
統
合
再
編
な
ど
地
域
医
療
構
想
の
具
体
的
対

応
方
針
で
あ
る
再
検
証
要
請
の
病
院
実
名
公
表
は
、

社
会
的
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
特
に
、
公
表
対
象
と

な
っ
た
病
院
の
関
係
者
の
戸
惑
い
や
怒
り
、
不
安

は
大
き
か
っ
た
。
病
院
が
立
地
す
る
全
国
の
自
治

体
の
首
長
か
ら
も
、
厚
生
労
働
省
の
対
応
へ
の
批

判
が
相
次
い
だ
。

　

再
検
証
要
請
病
院
の
公
表
に
対
す
る
総
務
省
の

対
応
は
早
か
っ
た
。
９
月
27
日
に
高
市
早
苗
総
務

大
臣
は
閣
議
後
記
者
会
見
で
、「
地
域
医
療
構
想
の

実
現
に
は
、
地
域
の
実
情
を
十
分
に
踏
ま
え
た
議

論
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
」「
国
と
地
方
が
共
通

の
認
識
を
持
っ
て
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
必

要
」
と
発
言
。
地
方
の
意
見
を
よ
く
聞
く
た
め
に
、

国
と
地
方
の
協
議
の
場
を
新
た
に
立
ち
上
げ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

10
月
４
日
に
は
、
地
方
３
団
体
と
総
務
省
、
厚

生
労
働
省
に
よ
る
協
議
の
場
が
開
か
れ
た
。
会
議

は
非
公
開
で
行
わ
れ
た
が
、
全
国
知
事
会
で
社
会

保
障
担
当
の
平
井
伸
治
鳥
取
県
知
事
は
、「
地
域
の

医
療
機
関
が
無
く
な
っ
た
ら
、
命
や
健
康
は
誰
が

守
る
の
か
。
地
域
住
民
は
大
変
不
安
が
っ
て
い
る
」

な
ど
、
厚
生
労
働
省
の
対
応
を
批
判
し
た
（
共
同
通

信
２
０
１
９
年
10
月
４
日
）。
地
方
の
反
発
に
対
し

て
厚
生
労
働
省
は
、
非
公
開
の
場
で
「
一
律
の
基
準

で
発
表
し
、
地
域
に
不
安
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い

て
反
省
し
た
い
。
各
地
に
出
向
い
て
丁
寧
に
説
明

し
た
い
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
と
い
う
（
日
本
経
済

新
聞
２
０
１
９
年
10
月
５
日
）。

　

厚
生
労
働
省
は
、
全
国
各
地
の
病
院
か
ら
の
批

判
を
踏
ま
え
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
自
治
体
、
病

院
関
係
者
と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し
た
。

２
０
１
９
年
10
月
17
日
に
は
、
福
岡
市
内
で
九
州

地
区
の
意
見
交
換
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
会
議

で
は
、
出
席
者
か
ら
「
医
師
確
保
の
足
か
せ
に
な
っ

た
」「
撤
回
を
」
な
ど
と
不
満
が
噴
出
し
た
と
い
う
。

会
合
の
冒
頭
に
は
、
橋
本
岳
厚
生
労
働
副
大
臣
が

病
院
名
の
公
表
に
つ
い
て
、「
皆
さ
ま
に
ご
不
安
、

ご
心
配
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
反
省
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
陳
謝
。
そ
の
上
で
、
同
省
の
担
当
者

が
、
今
後
の
医
療
体
制
の
見
直
し
に
際
し
、「
必
ず

し
も
医
療
機
関
の
統
廃
合
を
決
め
る
も
の
で
は
な

い
。
方
向
性
を
機
械
的
に
決
め
る
も
の
で
も
な
い
」

と
理
解
を
求
め
た
と
い
う
（
時
事
通
信
２
０
１
９
年

10
月
17
日
）。

　

地
域
医
療
確
保
に
関
す
る
国
と
地
方
の
協
議
の

場
は
、
10
月
４
日
の
ほ
か
、
11
月
12
日
、
12
月
24

日
の
合
計
３
回
行
わ
れ
た
。
第
３
回
の
会
議
で
は
、

病
床
削
減
に
対
応
し
た
補
助
を
全
額
国
費
で
賄
う

支
援
策
が
国
の
来
年
度
予
算
案
に
盛
り
込
ま
れ
た

こ
と
、
２
０
２
０
年
９
月
で
あ
っ
た
再
検
証
期
限

に
つ
い
て
改
め
て
示
す
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
受

け
、
自
治
体
側
が
医
療
提
供
体
制
を
見
直
す
た
め

の
検
証
に
応
じ
る
姿
勢
を
示
し
た
。
協
議
の
場
で

総
務
省
は
、
条
件
不
利
地
域
の
中
核
的
な
自
治
体

病
院
に
新
た
な
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

病
院
の
統
合
再
編
を 

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
あ
る

　

筆
者
は
病
院
の
統
合
再
編
に
つ
い
て
、
絶
対
的

に
反
対
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て

地
域
医
療
構
想
再
検
証
要
請
・

病
院
実
名
公
表
後
の
動
き

城
西
大
学
経
営
学
部
教
授
　

伊
関
友
伸
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地域医療再生への道

は
、
地
域
に
医
療
を
残
す
た
め
の
一
つ
の
選
択
肢

と
考
え
る
。
医
療
が
高
度
・
専
門
化
す
る
中
で
、

中
小
規
模
の
病
院
に
は
、
若
手
中
堅
医
師
は
勤
務

せ
ず
、
大
学
医
局
も
な
か
な
か
医
師
を
派
遣
し
な

い
。
看
護
師
も
集
ま
り
に
く
く
、
認
定
看
護
師
な

ど
の
資
格
者
も
増
や
し
に
く
い
。
患
者
も
医
療
提

供
の
充
実
し
た
大
病
院
に
流
れ
る
。
患
者
の
減
少

で
病
院
経
営
も
厳
し
く
な
る
。
近
く
に
あ
る
中
小

規
模
の
病
院
を
統
合
再
編
し
、
提
供
で
き
る
医
療

を
高
度
化
し
、
勤
務
す
る
医
師
や
看
護
師
の
数
を

増
や
す
。
医
療
提
供
力
が
向
上
す
る
こ
と
で
患
者

が
集
ま
り
、
経
営
が
安
定
す
る
。

　

病
院
の
統
合
再
編
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
の
一
つ
に
、「
医
師
の
働
き
方
改
革
」に
よ
る
医
師

残
業
時
間
の
上
限
規
制
が
あ
る
。
２
０
１
９
年
４
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
働
き
方
改
革
関
連
法
に
よ
り
、
一

般
労
働
者
の
残
業
時
間
の
上
限
は
年
７
２
０
時
間
、

休
日
出
勤
を
含
め
て
も
年
９
６
０
時
間
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
医
師
に
一
般
労
働
者
と
同
じ
ル
ー
ル

を
適
用
す
る
と
医
療
現
場
が
回
ら
な
く
な
る
。
医
師

向
け
の
独
自
ル
ー
ル
と
し
て
、
２
０
２
４
年
４
月
か

ら
地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水
準
と
し
て
、
年

１
８
６
０
時
間
が
上
限
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い

る
。
恐
ら
く
救
急
の
対
応
も
３
交
代
制
で
な
い
と
回

ら
な
く
な
る
と
み
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
高
齢
者
が
急
増
す
る
都
市
部
の
病
院

で
は
、
統
合
再
編
し
て
病
院
の
規
模
を
大
き
く
し
、

救
急
な
ど
の
対
応
力
を
強
化
す
る
こ
と
は
時
代
の

流
れ
と
考
え
る
。

　

そ
の
一
方
、
現
場
の
現
状
を
反
映
し
な
い
統
合

再
編
は
、
医
師
・
看
護
師
が
大
量
退
職
す
る
こ
と

と
な
り
、
地
域
医
療
を
破
壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
か
ね
な
い
。
統
合
再
編
へ
の
反
対
の
声
が
強
ま

り
、
か
え
っ
て
統
合
再
編
が
進
ま
な
く
な
る
可
能

性
が
高
い
。

　

国
は
自
治
体
病
院
や
公
的
病
院
の
病
床
を
減
ら

す
こ
と
で
医
療
費
が
削
減
で
き
る
と
い
う
考
え
に

立
っ
て
い
る
が
、
自
治
体
病
院
の
病
床
数
の
割
合

が
高
い
都
道
府
県
で
は
、
住
民
１
人
当
た
り
の
医

療
費
が
安
く
な
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。
自
治

体
病
院
を
減
ら
し
て
も
医
療
費
の
抑
制
に
は
つ
な

が
ら
な
い
。

病
院
の
統
合
再
編
を
行
う
場
合
に 

必
要
な
こ
と

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
全
国
の
20
〜
30
の
病
院
の
統

合
再
編
に
携
わ
っ
て
き
た
。
住
民
の
反
対
運
動
で

大
き
く
混
乱
し
て
い
た
ケ
ー
ス
に
も
関
わ
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
統
合
再
編
の
作
業
に
と
っ
て
大
切
な

こ
と
は
、
住
民
や
患
者
の
皆
さ
ん
に
「
な
ぜ
再
編
や

統
合
が
必
要
な
の
か
」
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
だ

と
考
え
る
。
統
合
再
編
に
反
対
す
る
住
民
・
患
者

の
声
に
も
耳
を
傾
け
、
医
師
の
労
働
環
境
の
現
状

や
救
急
搬
送
に
対
す
る
対
応
力
が
ど
う
変
わ
る
の

か
な
ど
に
つ
い
て
、
リ
ア
ル
な
デ
ー
タ
を
積
み
上

げ
て
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自

分
た
ち
の
命
を
守
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
一
緒
に
考
え
る
場

を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

　

地
域
に
根
差
し
た
自
治
体
病
院
の
在
り
方
は
、

住
民
自
ら
が
決
め
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
病

院
の
統
合
再
編
は
「
権
力
」
で
は
進
ま
な
い
。
地
域

の
病
院
、
地
域
の
医
療
を
守
る
と
い
う
「
共
感
」
が

広
が
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
の
〝ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
〟
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
登
場
す
る
名
医
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
持
っ
て
い
た
蛇（
ク

ス
シ
ヘ
ビ
）の
巻
き
つ
い
た
杖
。
医
療
・
医
術
の
象
徴
と
し
て

世
界
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
。
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